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HIDAKAGAWA 

 

２０２０年 ９月 

ふれあい  にっこり弁当 

発行：社会福祉法人 日高川町社会福祉協議会 
HP：http://www.hidakagawa-shakyo.or.jp/ 

 善意の預託 
７月１日から３１日までにご寄付頂いた方を、

御礼を込めてご紹介させて頂きます。（順不同） 
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〒649-1324 和歌山県日高郡日高川町土生 160  TEL.0738-22-5424 FAX.0738-24-2552 E-mail：h-kawabe@naxnet.or.jp 

【お問い合わせ先】 
日高川町社会福祉協議会 
川辺本所：日高川町土生 160 

日高川町保健センター西側 

Tel  0738-22-5424 

FAX 0738-24-2552 

中津支所：日高川町高津尾 29 

日高川町役場中津支所 3 階 

Tel  0738-54-1007 

FAX 0738-54-1011 

美山支所：日高川町川原河 264 

日高川町保健福祉センター内 

Tel  0738-23-9508 

FAX 0738-56-7005 
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社協で実施している配食サ

ービスの食材として、かぼちゃ

をいただきました。紙面を通じ

て厚く御礼申し上げます。社協

で実施している配食サービスの食

材として、皆様からのご提供をお

待ちしています。 

どのような食材でも 

結構です。お近くの 

事務所まで持って来 

て頂ければ幸いです。 
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中津支所「相談室」 
５４－１００７ 

中津支所「相談室」 
５４－１００７ 

川辺本所「相談室」 
２２－５４２４ 

今月の喫茶サロン 

月 
１３日(火) 

９ 

心配ごと相談 時間：午後１時～３時 

６日(火) 

ふれあい相談 

日程 

日高川町にお住まいの方の日常生活上の心配ごとや悩みごとについ

て、相談に応じます。お気軽にご相談ください。（無料・秘密厳守） 

予約制のため、相談ごとのある方は、お近くの事務所までご連絡下さい。

定数になり次第締め切らせて頂きます。 

どんな些細なことでも 

一人で悩まないで！ 

２０日(火) 
弁護士相談（美山支所） 

２３－９５０８ 

川辺本所「相談室」 
２２－５４２４ 

８日(火) 

１日(火) 

月 

美山支所「相談室」 
２３－９５０８ 

１５日(火) 
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 弁護士による「法律相談」を開設します 

１０月２０日（火）午後１時～４時 社協美山支所（町保健福祉センター内） ℡23-9508 
 

相談時間は１人２０分程度とさせていただきます。予約制となっていますので、相談ごとのある

方は最寄りの社会福祉協議会までお電話下さい。相談は無料ですので、是非ご利用下さい。 

なお、定数となり次第締め切りとさせていただきますので、ご了承下さい。 
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 ８月１８日（火）、町保健センターにおいて、地域包括支援センターの「在宅介護者の集

い」と合同で開催しました。講師に介護老人保健施設「和佐の里」から、作業療法士の髙垣

じゅん氏と理学療法士の瀨口真一氏をお招きし、「家庭でできる認知症予防」をテーマに芝

居や頭と身体の体操で楽しく学びました。 

 介護者や地元住民の方１３名が集い、認知症についてや日頃の介護の悩み、情報交換を行

い、在宅介護への理解を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

次回のひだまりカフェは 

日 時：令和２年９月１５日（火）１３：３０～１５：００ 

場 所：日高川町保健福祉センター ２階（川原河 264 番地） 

内 容：手品・紙芝居・認知症予防体操・ミニ講座・ティータイム 

参加費：２００円（飲み物・おやつ付き） 

 

※送迎可能です（要相談） 

≪お問合せ≫ 

日高川町社会福祉協議会 

川辺本所 ２２－５４２４   中津支所 ５４－１００７   美山支所 ２３－９５０８ 

「ふたば」「あぜみち」「はな広場」「そうがわ茶屋」 
 

９月の喫茶サロンは、和歌山県内における新型コロナ

ウィルス感染症の状況を鑑みて、開催を休 

止いたします。大変ご迷惑をおかけいたし 

ますが、ご理解とご協力をお願い申し上げ 

ます。 

 今後の開催につきましては、広報誌や野 

外放送等でお知らせいたします。 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収  入 （単位：円） 支  出 （単位：円） 

科  目 決 算 額 科  目 決 算 額 

会費収入 ３，２３７，０００ 人件費支出 ６７，２３８，７３４ 

寄附金収入  ４，５９４，００６ 事業費支出 １０，３５１，１０９ 

町補助金収入 ５０，０００，０００ 事務費支出 ５，３２９，６０６ 

共同募金配分金収入 １，３２７，０８１ 貸付事業支出 ６３０，０００ 

受託金収入 ２，４６１，２８０ 共同募金配分金事業費 １，４６２，０００ 

貸付事業等収入 ６５７，５００ 助成金支出   ８２６，１００ 

事業収入 １，７７７，８０６ 負担金支出 ５，０００ 

負担金収入 ６２４，７２０ 退職給付引当資産支出 ８６７，６００ 

介護保険事業収入 １４，８５６，０１８ 退職手当積立基金預け金支出  ３，２０７，０００ 

障害福祉サービス等事業収入  ４，２５１，２７０   

受取利息配当金収入   １５６，５２５   

その他の収入     ５２，６００   

前期末支払資金残高 ３２，２９３，６８８   

総  計 １１６，２８９，４９４ 総  計 ８９，９１７，２４９ 
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【共同募金配分事業】 

ひとり親家庭応援  新入学児童ランドセル購入助成事業について 
 

令和３年４月に小学校へ入学する子どもさんがおられるひとり親家庭等を対象にランドセルを購入する費

用の一部を共同募金配分事業より助成します。 

（１） 対象者    町内にお住いの、令和３年４月に小学校へ入学する子どもさんがおられる児童扶養手当

を受給しているひとり親家庭（母子、父子）、または両親ともおられないご家庭で、助成を

希望される方 

（２） 申込み期間  令和２年１１月２日（月）～令和３年２月２６日（金） 

（３） 内  容   ①助成金額はランドセル購入代金の範囲内とし、上限ひとり２万円とします。 

            ②助成金の交付は、ご指定いただいた口座への振込により行います。 

            ③助成決定書により、助成金額と振込日をお知らせします。 

（４） 提出書類  ①ひとり親家庭応援 新入学児童ランドセル購入助成事業申請書（社協にあります） 

            ②児童扶養手当証明書（写し） 

           ③健康保険証など子どもの生年月日が分かる書類（写し） 

           ④ランドセルを購入したときの領収書（写し） 

              ※領収書は、保護者またはお子さんのお名前が記入されたものをご提出ください。 

              ※振込先口座確認のため、申請時には通帳をご持参ください。 

（５） 申込み     日高川町社会福祉協議会の本所・支所で受付ます。 

●申し込み・お問い合わせ 

          社会福祉法人 日高川町社会福祉協議会 日高川町土生１６０ 

本   所  電話２２－５４２４    FAX２４－２５５２ 

中津支所  電話５４－１００７    FAX５４－１０１１  

美山支所  電話２３－９５０８    FAX５６－７００５ 

 令和元年度 日高川町社会福祉協議会 決算報告 

 収 入 総 額  １１６，２８９，４９４ 円 

支 出 総 額   ８９，９１７，２４９ 円 

当期末支払資金残高   ２６，３７２，２４５ 円 

①緊急小口資金   ②総合支援資金（生活支援費） 
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向け

た、生活福祉資金の特例貸付を実施しています。 

◆新型コロナウィルスの影響を受け収入の減少や失業等により生活に困窮している世帯を対象

とします。（個人ではなく、世帯単位での貸し付けになります。） 

  ①緊急小口資金 ②総合支援資金（生活支援費） 

対象世帯 
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付
を必要とする世帯 

生活に困窮し、日常生活の維持が困難とな
っている世帯 

貸付上限額 
・１０万円以内 
（条件により２０万円） 

・（２人以上）月２０万円以内 
・（単身）  月１５万円以内 

据置期間 １年以内 １年以内 

償還期限 ２年以内 １０年以内 

貸付利子 無利子 無利子 

連帯保証人 不要 不要 

★申込み・問い合わせ  日高川町社会福祉協議会（２２－５４２４） 

募集人員：若干名 

 業務内容：要支援者、要介護者、障がい者等の訪問介護（身体介護、生活援助等） 

 必要資格：介護福祉士または介護職員初任者研修（旧ヘルパー２級）以上の資格を有するもの 

       普通自動車以上の運転免許を所持し、運転できる人 

 勤務形態：週１日～３日 勤務シフト表による（土日祝日勤務有） 

        ※勤務日及び勤務時間帯は、相談に応じます。 

        ※勤務地は主に川辺地区となります。 

 賃  金：時給９２０円～（試用期間（３ヶ月）は８７０円） 

 

 お申込み・お問い合わせ 

    社会福祉法人 日高川町社会福祉協議会事務局 （日高川町土生１６０番地） 電話 ２２－５４２４ 
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